
第４号様式（第６条関係）
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第５号様式（第７条関係）
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第６号様式（第10条関係）
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（平24.３.30掲示済） 

 

 

 

大阪市規則第91号 

   大阪市港湾施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 大阪市港湾施設条例施行規則（平成21年大阪市規則第79号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第４条第１項中「使用許可申請書を」を「使用許可申請書に市長が必要と認

める書類を添付し、」に、「、ひき船及び綱取施設」を「及びひき船」に改め、

同条第２項中「岸壁定期使用許可申請書を」を「岸壁定期使用許可申請書に市

長が必要と認める書類を添付し、」に改め、同条第３項中「占用許可申請書を」

を「占用許可申請書に市長が必要と認める書類を添付し、」に改める。 

 第14条中第５項を削り、第６項を第５項とする。 

 別表第１荷さばき地の項中 

「 

化学品ふ頭地区荷さばき地 

オズ船客荷さばき地 

大阪市住之江区南港北３丁目 

大阪市住之江区南港北２丁目 

                                                                」 

を 

「 

化学品ふ頭地区荷さばき地 大阪市住之江区南港北３丁目 

                                                                」 

に改め、同表上屋の項中 

「 

梅町２号上屋 同上 

                                                                」 

を 

「 

梅町２号上屋 

北港白津１号上屋 

北港白津２号上屋 

同上 

大阪市此花区北港白津１丁目 

同上 

                                                                」 

に改め、同表青果物上屋の項中 

「 

安治川11号上屋 

北港白津１号上屋 

北港白津２号上屋 

大阪市港区港晴５丁目２番１号 

大阪市此花区北港白津１丁目 

同上 

                                                                」 

を 
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「 

安治川11号上屋 大阪市港区港晴５丁目２番１号 

                                                                」 

に改め、同表荷さばき施設附設事務所の項中 

「 

南港中ふ頭南地区荷さばき地

附設事務所 

大阪市住之江区南港中７丁目 

                                                                」 

を 

「 

南港中ふ頭南地区荷さばき地

附設事務所 

南港中ふ頭南地区荷さばき地

第２附設事務所 

大阪市住之江区南港中７丁目 

 

同上 

                                                                」 

に改め、同表中 

 

「 

ひき船 住之江丸 

 

河内丸 

定係場 

 大阪市港区海岸通３丁目地先 

同上 

綱取施設 綱取施設 定係場 

 大阪市港区海岸通３丁目地先 

                                                                   」 

を 

「 

ひき船 住之江丸 

 

河内丸 

定係場 

 大阪市港区海岸通３丁目地先 

同上 

                                                                   」 

に、 

「 

廃棄物埋立護岸 夢洲地区Ｆ廃棄物

埋立護岸 

夢洲地区Ｇ廃棄物

埋立護岸 

夢洲地区Ｈ廃棄物

埋立護岸 

大阪市此花区夢洲東１丁目地先 

 

同上 

 

同上 
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新島地区北廃棄物

埋立護岸 

新島地区東廃棄物

埋立護岸 

新島地区南廃棄物

埋立護岸 

新島地区西廃棄物

埋立護岸 

阪神港大阪区第６区 

 

同上 

 

同上 

 

同上 

                                                                   」 

を 

「 

廃棄物埋立護岸（

有料廃棄物埋立護

岸（廃棄物埋立護

岸のうち有料のも

のをいう。以下同

じ。）を除く。） 

夢洲地区Ｆ廃棄物

埋立護岸 

夢洲地区Ｇ廃棄物

埋立護岸 

夢洲地区Ｈ廃棄物

埋立護岸 

大阪市此花区夢洲東１丁目地先 

 

同上 

 

同上 

有料廃棄物埋立護

岸 

新島地区北廃棄物

埋立護岸 

新島地区東廃棄物

埋立護岸 

新島地区南廃棄物

埋立護岸 

新島地区西廃棄物

埋立護岸 

阪神港大阪区第６区 

 

同上 

 

同上 

 

同上 

                                                                   」 

に改める。 

 別表第４岸壁の項第８号、係船浮標の項第７号及びドルフィンの項第11号中

「又は綱取施設」を削る。 

 別表第６上屋の項中「及び昭和60年４月１日以後に高床式上屋に改修した」

を「、昭和60年４月１日以後に整備をした住之江区以外の高床式上屋及び同日

以後に高床式上屋に改修した住之江区の」に、「及び昭和60年３月31日」を「

及び同日」に改め、同表青果物上屋の項中 

「 

特級 北港白津１号上屋 

１級 北港白津２号上屋 

２級 安治川２号上屋 

３級 安治川11号上屋 

                                                     」 
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コ 有料廃棄物埋立護岸用 

 

有 料 廃 棄 物 埋 立 護 岸 使 用 許 可 申 請 書 

 

  年  月  日 

 

 

大阪市長  様 

 

 

住 所 

申請者 氏名印 

                  電 話 

                  （法人にあっては事務所の所在地、名称・代表者 

氏名） 

 

 

 

大阪市港湾施設条例第４条第１項の規定により、有料廃棄物埋立護岸の使用の許可を受

けたいので、次のとおり申請します。 

施設名称  

廃棄物の種類  

廃棄物の量 

（予定） 
 

期 間 年   月   日から   年   月   日まで 

添付書類  

備 考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

「 

１級 安治川２号上屋 

２級 安治川11号上屋 

                                                     」 

に改める。 

第１号様式に次のように加える。 
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